
    （様式－１ 表紙） 

 

 

  １ 調査名称：白石市総合都市交通体系調査 

 

 

 

 ２ 調査主体：白石市 

 

 

 ３ 調査圏域：白石都市圏 

 

 

 ４ 調査期間：平成 28 年度（平成 29 年度までの 3 箇年） 

 

 

 ５ 調査概要： 

本調査は、白石市都市計画道路事業において、近年の社会経済情勢の変化に対応した都  

市計画道路網を構築するため、将来の都市像を見据えた見直しに資する検討を行うものであ

る。白石市域の都市計画道路のうち、平成 27 年度に選定した長期未着手で見直しをすべき

と判断した 7路線 8区間について指標による評価と将来交通量推計による路線の廃止や変更

等に伴う影響の確認を行い、沿道の開発状況、白石市の都市計画マスタープランによる町づ

くりの方向性を踏まえながら、見直し対象の道路整備の検証と新たな道路網の構築を行うも

のである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



     （様式－２ａ 調査概要） 

 

Ⅰ 調査概要 

 

 １ 調査名称 

   白石市総合都市交通体系調査 

 

 ２ 報告書目次 

 

１．業務概要 

 1.1 都市計画道路見直しの目的 

  1.2 業務対象 

1.3 業務内容 

２．上位計画の整理 

 2.1 仙南広域都市計画区域の将来像 

 2.2 まちづくりの将来像 

 2.3 都市づくりの目標 

３．見直し対象路線の評価検証 

 3.1 過年度業務における見直し検討対象候補路線抽出結果 

  3.2 見直し対象路線の評価検証 

４．将来交通量推計結果による他路線への影響の検証 

 4.1 検証対象のネットワーク設定 

  4.2 検証結果 

５．パブリックコメント実施による住民意見の聴取 

  5.1 実施概要 

  5.2 公開資料 

5.3 実施結果 

６.  未改良区間整備の場合の概算事業費 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                        （様式－２ｂ 調査概要） 

 

 ３ 調査体制 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ４ 委員会名簿等： 

委員会による検討なし 

 

 

 

 

白石市 建設部 都市整備課 

課長補佐 齋藤正明 

白石市 建設部 都市整備課 

係長 須井孝一 

白石市 建設部 都市整備課 

技師 半沢 泰仁 



         （様式－３ａ 調査成果） 

Ⅱ 調査成果 

１ 調査目的 

  白石市の都市計画マスタープラン（平成 23 年策定）は、市の個性や独自性を踏まえ、都市全体

の将来像や土地利用を明らかにし、市域の特性に応じた良好な市街地の形成を図るため、用途地域、

交通ネットワーク等を総合的に検討した都市計画に関する基本的な方針として定めたものである。

ここでは、都市づくりの目標一つとして「集約型の都市づくり」を目指すとしており、以下のよう

な内容が掲げられている。 

 ・環境保全を重視した集約型の都市づくり 

 ・都市機能がコンパクトに集積し、機能的で利便性の高い中心市街地づくり 

 ・機能、役割を明確にし、現在のニーズに対応した道路網ネットワークづくり 

白石市では、今後も続く人口減少社会を見据えたコンパクトな都市像を目標としており、「現在

のニーズに対応した道路網」という部分で既存の都市計画道路網がこれに見合うものであるかが課

題となっている。白石市の都市計画道路全 13 路線のうち、全て完成している路線は 4路線であり、

他 9路線は概成済みであるか未整備区間のある状況となっている。このうち、整備予定や整備中の

路線、区間を除くと 7路線 8区間については、整備の方向性も含め目途がついていない状況となっ

ている。これらの路線においては、現在設定している土地用途や都市計画マスタープランに整合し

ない沿道状況となっていることから、現在の沿道開発状況や社会情勢変化に合わせた白石市の都市

計画道路網の形成と機能強化を図るため、都市計画道路の見直しを行うものである。 

 

２ 調査フロー 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

見直し対象路線の抽出・決定 

見直し対象路線の評価と検証 

交通量推計による他路線への影響検証 

市民意見募集（パブリックコメント） 

都市計画道路見直し方針確定 

都市計画道路変更図書作成 

平成 27 年度 

平成 28 年度 

平成 29 年度 

見直し案の作成 



３ 調
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  （（様式－３b 調査成果） 



    （様式－３c 調査成果） 

４ 調査成果 

 

4-1 業務概要 

 

本業務の業務項目および対象路線は以下である。 

 

工 種 種 別 細  別 数 量 摘 要 

検討業務     

 計画準備  1式  

 見直し検討路線の評価・検証  1式  

 都市計画道路見直し案の策定  1式  

 情報公開及び住民の合意形成  1式  

 報告書作成  1式  

     

 打合せ協議 中間2回 1式  

 

    対象となるのは以下の 7 路線である。 

     1) 白石沖和貢前線            L=880m 

     2) 森合雁狩橋線             L=3380m 

     3) 蔵本上郡山線             L=3100m 

     4) 中河原白石沖線            L=4190m 

      5) 白石沖西堀線              L=3530m 

      6) 威徳寺前大橋線              L=3400m 

      7) 八幡町兎作線              L=1200m 
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また、抽出

          

出した７路線

          

線 8 区間にお
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以下である。

（様式－３e 
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見見直し対象路路線図 

（様式－３f 

 

 

調査成果）） 
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（様式－３h 調査成果） 

見直し評価一覧表 
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有
無

工

事
費
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用

地
補

償
費

が

平
均

以
上

3・4・2 ① 3 1 1 1 1 7 1 1 1 1 1 5 2

3・4・4 ①-1 1 1 2 1 1 1 3 -1

3・4・4 ①-2 1 1 1 1 4 1 1 2 2

3・5・7 ① 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 12 1 2 3 9

3・4・8 ①-1 1 2 1 1 1 1 1 1 9 1 2 2 1 1 7 2

3・4・8 ①-2 1 1 1 1 1 5 1 1 3 1 1 1 1 9 -4

3・5・9 ① 1 1 2 1 1 1 3 -1

3・5・9 ③ 1 1 1 1 1 2 7 1 1 3 1 6 1

3・5・10 ① 3 1 1 1 1 1 2 1 11 1 1 1 3 2 1 1 10 1

3・4・12 ② 3 2 1 1 1 8 1 3 1 5 3

変更なし

変更なし

変更なし

変更なし

東北自動車

道の東西で

沿道状況や

開発予定状

況が異なる

ことから、東

北自動車道

を境にして

分割評価す

る。

ＪＲ東北線

を立体交差

するかどう

かにより、

事業の困難

性の性格が

違ってくるこ

とから、ＪＲ

東北線を境

にして分割

評価する。

変更なし

変更なし

田町地区の工業地域は現況で空地であり、新たな工場立地の予定はない。
また、都市計画マスタープランにおける沿道地域の方針は住宅誘導エリアと
なっていること、周辺の既存都市計画道路で地域の交通は処理できている状
況から新たな都市計画道路の必要性はなくなったと判断し廃止とする。（沖
の沢郡山線に接続する変更ルート案では、延長が長くなり、支障家屋も多大
であるなど妥当ではない。）

当該区間は、支障物件が多く地域に与える影響は大きいが、中河原白石沖
線①-1区間との一体整備により都市計画マスタープランに示される市街地環
状線の機能を一定程度確保できる。また、通学路であるが一部区間で歩道
のない白石柴田線からの転換により安全性向上が図れることから計画存続
とする。（白石柴田線と同様の変更ルート案では、支障する家屋がさらに多く
なるなど妥当ではない。）

当該区間は、支障物件が多く地域に与える影響は大きいが、歩道整備を除
いては概ね概成済みで、自動車の交通処理は可能である。また、通学路で
あることや複数の公共施設に連絡している状況から交通安全上において歩
道整備が必要であることから計画存続とする。（当該区間は概成済みでルー
トの変更はできない。また、幅員の縮小も12ｍ幅員からの削減はできない。）

当該区間は、都市計画マスタープランにおいて中心商業地環状線に位置づ
けられ、積極的な商業、業務機能の誘導を図るとされている。また、沿道にあ
る高校の生徒が白石駅から歩道のない道路を通学に利用している状況を当
該路線に通学路として転換できるとの判断から計画存続とした。（ルートの変
更や幅員の縮小については完成済み区間との接続や整合の面から妥当で
はない。）

当該区間の将来交通量は、100台未満と少なく、位置づけも地域の生活交通
が主体で、広域的ネットワークの役割はない。また、東北自動車道のアン
ダーボックス部は、内空高さが3.7ｍと低いため、改修には多額の費用を要す
るなど必要性が低く困難性が高い状況より廃止の判断とした。（当該区間を
廃止しても現道は5.5ｍの幅員があり、生活道路としての機能は確保され
る。）

当該区間は、沿道エリアが農振区域から外され、下水道の流入区域になる
など商業施設の立地に向けた準備が行われている。これより商業施設の出
入りの利便性確保とさらなる開発促進のため、当該区間は計画存続とする。
（幅員の縮小も検討したが、支障物件がないことや商業施設の立地で歩道が
必要になるこを考慮すると妥当ではない。）

当該区間は、支障物件が多く地域に与える影響は大きいが、国道113号とし
て広域的ネットワークを支える路線である。また、全区間通学路でさらに都市
計画マスタープランに回遊道路（歩行エリア）の位置づけがあることから歩行
者の利便性および安全性の向上について考慮し当該区間は計画存続とす
る。（当該区間は概成済みでルートの変更はできない。また、幅員の縮小も
12ｍ幅員からの削減はできない。）

当該区間は、市内で2箇所しかない白石川渡河の追加ルートであることに加
え、白石ＩＣと白石市街地方向をアクセスする路線として重要である。また、都
市計画マスタープランに示される市街地環状線の機能を白石沖西堀線に接
続することで代替できるとの判断から当該区間は計画存続とする。（ルートの
変更については、国道4号との交差位置が固定され、工場敷地のコントロー
ルの関係から妥当ではない。）

当該区間の計画は、JR東北線前後の縦断が高く、跨線橋等の設置に多額
の費用を要すること。都市計画マスタープラン上も住宅誘導エリアとなって実
際の現地の宅地化も進行している沿道地域において、計画道路により地域
分断の生じる可能性があるなど困難性の高い状況から廃止とする。（当該区
間を廃止しても既存および計画中の市道により、地域の代替道路としての役
割を果たす。）

方

針

評価概要

当該路線は、新幹線駅へのアクセス道路として重要であることに加え、都市
計画マスタープランに白石蔵王駅西口の商業地形成が掲げられており、商業
地域の利便性向上と開発促進のため、当該区間は計画継続とする。（沖の
沢郡山線に接続する変更ルート案では、新幹線高架下に必要な幅員を確保
することが構造上困難で妥当ではない。）
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まちづくりの誘導 交通処理機能 自然社会環境 道路構造 概算事業費
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和貢前線

Ａ－Ｂ



見直し結結果一覧図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（様様式－３i 調調査成果） 



評価カル

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ルテの一例 

（様式－３j 調調査成果） 



（様式－３k 調査成果） 

4-4 将来交通量推計結果による他路線への影響検証 

計画変更候補、廃止候補の 3 区間を計画変更/廃止した場合の道路ネットワークに対する影響

を把握するため、「全区間完全整備」「部分整備（見直し新ネットワーク案）」「全区間未整備」の

3 ケースについて、過年度成果の平成 17 年度道路交通センサスベースの現況再現ネットワーク

および平成 42 年 OD 表を用いて将来交通量の推計を実施した。 

 

 

表 ケース毎整備内容 

 ケース１ 

H42 完全整備 

ケース２ 

H42 部分整備 

ケース３ 

H42 未整備 

白石沖和貢前線① 現計画で整備済 現計画で整備済 未整備 

森合雁狩橋線①-1 現計画で整備済 廃止 未整備 

森合雁狩橋線①-2 現計画で整備済 現計画で整備済 未整備 

蔵本上郡山線① 現計画で整備済 現計画で整備済 概成済 

中河原白石沖線①-1 現計画で整備済 廃止 未整備 

中河原白石沖線①-2 現計画で整備済 現計画で整備済 未整備 

白石沖西堀線① 現計画で整備済 廃止 未整備 

白石沖西堀線③ 現計画で整備済 現計画で整備済 未整備 

威徳寺前大橋線 現計画で整備済 現計画で整備済 概成済 

八幡町兎作線① 現計画で整備済 現計画で整備済 未整備 

 

 なお、整備予定となっている 3区間についての扱いは、下表の通りとした。 

表 事業中または事業予定区間の扱い 

 ケース１ 

H42 完全整備 

ケース２ 

H42 部分整備 

ケース３ 

H42 未整備 

国道幹線 現計画で整備済 現計画で整備済 現計画で整備済 

沖の沢郡山線① 現計画で整備済 現計画で整備済 現計画で整備済 

中河原白石沖線③ 現計画で整備済 現計画で整備済 現計画で整備済 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（様式－３l 調調査成果） 



                                （様式－３ｍ 調査成果） 

4-5 住民意見の聴取 

 

1）実施概要 

 都市計画道路見直し案について、情報公開と合意形成を目的としたパブリックコメントを実

施した。概要を以下に示す。 

 

パブリックコメント実施概要 

受付期間 平成 29 年 8 月 15 日（火）～29 日（火） 

公開方法 白石市ホームページにて公開、市役所都市整備課窓口で縦覧 

意見提出方法 市役所都市整備課窓口に直接提出、郵送、ファックス、Ｅメール 

 

2）公開資料 

 パブリックコメント実施にあたり、市の広報誌「広報しろいし」（№696、平成 29 年 8 月 1 日発

行）に住民説明の概要を掲載し、白石市ホームページ及び市役所都市整備課窓口において市民意

見募集資料を縦覧に供した。 

 

3）実施結果 

 パブリックコメントを実施した結果を以下に示す。 

 

パブリックコメント実施結果 

資料閲覧者数 人数 

 都市整備課窓口 ３ 

 市ホームページ ３４ 

意見・要望等提出数 件数 

 都市整備課窓口 ０ 

 郵送、ファックス、Ｅメール ０ 

 

 上記の通り、住民から意見・要望等は全く寄せられなかった。 

 

 

4-6 見直し方針の確定 

対象となる 7 路線 8 区間の都市計画道路見直し案について、市民意見を募集したが、特段の

意見や要望はなかった。これより、見直し案は市民レベルでは承認をされたものとして、今回

の見直し案をもって方針の確定とした。 

 

 

 

 


